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(57)【要約】
　Wi-Fiネットワーク中などでのデータ伝送の失敗を回
避するために、短縮フレーム間間隔(RIFS)またはショー
トフレーム間間隔(SIFS)などの選択されたフレーム間間
隔を利用するための技術が提供される。たとえば、デー
タアグリゲーションモードでデータ伝送を送るステップ
を含むことができる、たとえばアクセスポイント(AP)な
どのデータ伝送ノードまたはエンティティによって動作
可能な方法が提供され、データ伝送は、集約MACプロト
コルデータユニット(A-MPDU)を含むことができる。方法
は、ネットワーク中の潜在的なショート干渉バーストを
監視し検出するステップを含むことができる。方法は、
データバーストモードでデータ伝送を再送するステップ
を含み、データ伝送は、選択されたフレーム間間隔によ
って分離された連続的データパケットバーストを含むこ
とができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス通信ネットワーク中の送信器ノードによって動作可能な方法であって、
　集約MACプロトコルデータユニット(A-MPDU)を含むデータ伝送をデータアグリゲーショ
ンモードで送るステップと、
　前記ネットワーク中の潜在的なショート干渉バーストを検出するステップと、
　選択されたフレーム間間隔によって分離された連続的データパケットバーストを含む前
記データ伝送をデータバーストモードで再送するステップとを含む、方法。
【請求項２】
　前記選択されたフレーム間間隔が、短縮フレーム間間隔(RIFS)またはショートフレーム
間間隔(SIFS)のうちの1つを含む、請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　前記潜在的なショート干渉バーストを検出するステップが、閾値を超える前記データ伝
送用のパケットエラーレート(PER)を検出するステップを含む、請求項1に記載の方法。
【請求項４】
　前記潜在的なショート干渉バーストを検出するステップが、PER閾値を超えるデータ伝
送用のPER、および、受信信号強度インジケータ(RSSI)閾値を下回るRSSIを検出するステ
ップを含む、請求項1に記載の方法。
【請求項５】
　前記PER閾値および前記RSSI閾値のうちの少なくとも1つが、前記データ伝送の物理層(P
HY)レートの関数である、請求項4に記載の方法。
【請求項６】
　前記PER閾値および前記RSSI閾値のうちの少なくとも1つが、前記データ伝送の変調およ
び符号スキーム(MCS)の関数である、請求項4に記載の方法。
【請求項７】
　前記潜在的なショート干渉バーストを検出するステップが、PER閾値を超える前記デー
タ伝送用のPER、および、受信信号強度インジケータ(RSSI)閾値を超えるRSSIを検出する
ステップを含む、請求項1に記載の方法。
【請求項８】
　検出されるPERを低減するように制御ループを適合させるステップをさらに含む、請求
項1に記載の方法。
【請求項９】
　前記制御ループを適合させるステップが、
　前記フレーム間間隔を適合させるステップと、
　前記連続的データパケットバースト間に前記適合させたフレーム間間隔を用いて前記デ
ータバーストモードで前記データ伝送を再送するステップとを含む、請求項8に記載の方
法。
【請求項１０】
　前記適合させたフレーム間間隔を用いた前記データ伝送の再送によって、前記検出され
るPERが低減されるかどうかを判断するステップをさらに含む、請求項9に記載の方法。
【請求項１１】
　前記制御ループを適合させるステップが、
　データパケットバーストサイズを適合させるステップと、
　前記適合させたデータバーストサイズを用いて前記データバーストモードで前記データ
伝送を再送するステップとを含む、請求項8に記載の方法。
【請求項１２】
　前記適合させたデータパケットバーストサイズを用いた前記データ伝送の再送によって
、前記検出されるPERが低減されるかどうかを判断するステップをさらに含む、請求項11
に記載の方法。
【請求項１３】
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　前記前記制御ループを適合させるステップが、前記ショート干渉バーストに関連するパ
ケットエラーにより、前記データパケットバーストを送る際に使用される、物理層(PHY)
レート、または変調および符号スキーム(MCS)のうち少なくとも1つを適合させないステッ
プを含む、請求項8に記載の方法。
【請求項１４】
　前記潜在的なショート干渉バーストを検出するステップが、前記データアグリゲーショ
ンモードを介して受信器ノードへの前記データ伝送の送達失敗を検出するステップを含む
、請求項1に記載の方法。
【請求項１５】
　前記送達失敗を検出するステップが、前記受信ノードから肯定応答(ACK)を受信しない
ステップを含む、請求項14に記載の方法。
【請求項１６】
　前記潜在的なショート干渉バーストを検出するステップが、閾値を超える衝突レートを
検出するステップを含む、請求項1に記載の方法。
【請求項１７】
　前記潜在的なショート干渉バーストを検出するステップが、閾値を超える干渉レベルを
測定するステップを含む、請求項1に記載の方法。
【請求項１８】
　前記ネットワークが、Wi-Fiネットワークを含む、請求項1に記載の方法。
【請求項１９】
　前記送信器ノードが、前記ネットワーク内のモバイルステーション(STA)およびアクセ
スポイント(AP)のうちの1つを含む、請求項1に記載の方法。
【請求項２０】
　集約MACプロトコルデータユニット(A-MPDU)を含むデータ伝送をデータアグリゲーショ
ンモードで送るための手段と、
　ネットワーク中の潜在的なショート干渉バーストを検出するための手段と、
　選択されたフレーム間間隔によって分離された連続的データパケットバーストを含む前
記データ伝送をデータバーストモードで再送するための手段とを備える、装置。
【請求項２１】
　前記選択されたフレーム間間隔が、短縮フレーム間間隔(RIFS)またはショートフレーム
間間隔(SIFS)のうちの1つを含む、請求項20に記載の装置。
【請求項２２】
　閾値を超える前記データ伝送用のパケットエラーレート(PER)を検出するための手段を
さらに含む、請求項20に記載の装置。
【請求項２３】
　集約MACプロトコルデータユニット(A-MPDU)を含むデータ伝送をデータアグリゲーショ
ンモードで送るように構成された無線送受信器と、
　前記ネットワーク中の潜在的なショート干渉バーストを検出し、選択されたフレーム間
間隔によって分離された連続的データパケットバーストを含む前記データ伝送をデータバ
ーストモードで再送するように前記無線送受信器に指令するように構成された少なくとも
1つのプロセッサとを備える、装置。
【請求項２４】
　集約MACプロトコルデータユニット(A-MPDU)を含むデータ伝送をデータアグリゲーショ
ンモードで送り、
　前記ネットワーク中の潜在的なショート干渉バーストを検出し、
　選択されたフレーム間間隔によって分離された連続的データパケットバーストを含む前
記データ伝送をデータバーストモードで再送することをコンピュータに実行させるための
コードを含むコンピュータプログラム。
【請求項２５】
　ワイヤレス通信ネットワーク中の受信器ノードによって動作可能な方法であって、
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　集約MACプロトコルデータユニット(A-MPDU)を含むデータ伝送をデータアグリゲーショ
ンモードで受信するステップと、
　前記ネットワーク中の潜在的なショート干渉バーストに応答して、選択されたフレーム
間間隔によって分離された連続的データパケットバーストを含む前記データ伝送をデータ
バーストモードで再受信するステップとを含む、方法。
【請求項２６】
　送信器ノードから前記データバーストモードで前記データ伝送を送るように、前記送信
器ノードに対してリクエストを送るステップをさらに含む、請求項25に記載の方法。
【請求項２７】
　前記送信器ノードに、前記選択されたフレーム間間隔のパラメータを送るステップをさ
らに含む、請求項26に記載の方法。
【請求項２８】
　送信器ノードに、パケットエラーレート(PER)、干渉レベル、バースト長さ、またはデ
ューティサイクルのうちの少なくとも1つに関するフィードバック情報を送るステップを
さらに含む、請求項25に記載の方法。
【請求項２９】
　前記選択されたフレーム間間隔が、短縮フレーム間間隔(RIFS)またはショートフレーム
間間隔(SIFS)のうちの1つを含む、請求項25に記載の方法。
【請求項３０】
　前記ネットワークが、Wi-Fiネットワークを含む、請求項25に記載の方法。
【請求項３１】
　前記受信器ノードが、前記ネットワーク内のモバイルステーション(STA)およびアクセ
スポイント(AP)のうちの1つを含む、請求項25に記載の方法。
【請求項３２】
　集約MACプロトコルデータユニット(A-MPDU)を含むデータ伝送をデータアグリゲーショ
ンモードで受信するための手段と、
　ネットワーク中の潜在的なショート干渉バーストに応答して、データバーストモードで
前記データ伝送を再受信するための手段とを備え、連続的データパケットバーストを含む
前記データ伝送が、選択されたフレーム間間隔によって分離された、装置。
【請求項３３】
　送信器ノードからデータバーストモードで前記データ伝送を送るように、前記送信器ノ
ードに対してリクエストを送るための手段をさらに備える、請求項32に記載の装置。
【請求項３４】
　前記送信器ノードに、前記選択されたフレーム間間隔のパラメータを送るための手段を
さらに備える、請求項33に記載の装置。
【請求項３５】
　集約MACプロトコルデータユニット(A-MPDU)を含むデータ伝送をデータアグリゲーショ
ンモードで受信するように構成された無線送受信器と、
　ネットワーク中の潜在的なショート干渉バーストに応答して、データバーストモードで
前記データ伝送を再受信するように前記無線送受信器に指令するように構成された少なく
とも1つのプロセッサとを備え、連続的データパケットバーストを含む前記データ伝送が
、選択されたフレーム間間隔によって分離された、装置。
【請求項３６】
　集約MACプロトコルデータユニット(A-MPDU)を含むデータ伝送をデータアグリゲーショ
ンモードで受信し、
　ネットワーク中の潜在的なショート干渉バーストに応答して、データバーストモードで
前記データ伝送を再受信することをコンピュータに実行させるコードを含み、前記データ
伝送が、選択されたフレーム間間隔によって分離された連続的データパケットバーストを
含む、コンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本開示は、一般に、通信システムに関し、より詳細には、ショート干渉バースト(short
 interference bursts)の衝撃を緩和することに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ワイヤレス通信ネットワークは、音声、ビデオ、パケットデータ、メッセージング、ブ
ロードキャストなどの様々な通信コンテンツを提供するように広く展開される。これらの
ワイヤレスネットワークは、利用可能なネットワークリソースを共有することによって複
数のユーザをサポートすることができる多重アクセスネットワークとすることができる。
こうした多重アクセスネットワークの例には、符号分割多重アクセス(CDMA)ネットワーク
、時分割多重アクセス(TDMA)ネットワーク、周波数分割多重アクセス(FDMA)ネットワーク
、直交FDMA(OFDMA)ネットワーク、およびシングルキャリアFDMA(SC-FDMA)ネットワーク、
キャリアセンス多重アクセス(CSMA)が含まれる。
【０００３】
　ワイヤレス通信ネットワークは、たとえば、モバイルステーション(STA)、ラップトッ
プ、携帯電話、PDA、タブレットなどのいくつかのモバイルデバイス用に、通信をサポー
トすることができるいくつかのアクセスポイントを含むことができる。STAは、ダウンリ
ンク(DL)およびアップリンク(UL)を介してアクセスポイントと通信することができる。DL
(またはフォワードリンク)は、アクセスポイントからSTAへの通信リンクを指し、UL(また
はリバースリンク)は、STAからアクセスポイントへの通信リンクを指す。モバイルデバイ
スの流行の増大に伴って、帯域幅およびリソース選択を最適化する要望がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　モバイルブロードバンドおよびインターネットアクセスに対する消費者需要の増大に伴
って、Wi-Fiネットワークを含むワイヤレスネットワークが、利用可能な帯域幅を増大さ
せるコンポーネントキャリアの集約(aggregation)を実施することが多い。ただし、Wi-Fi
ネットワークならびに類似のワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)は、ショート
干渉バーストを受ける可能性がある。この点では、こうした干渉の影響を軽減する必要性
が残る。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　図に示す本発明の実例となる実施形態について、以降で要約する。これらのおよび他の
実施形態について、発明を実施するための形態の段落でより詳細に説明する。ただし、本
発明は、この本発明の概要および発明を実施するための形態で説明する形式に限定されな
いことが理解されよう。
【０００６】
　本明細書で説明する実施形態の1つまたは複数の態様によれば、Wi-Fiネットワーク等で
のショート干渉バーストの衝撃を軽減するための方法が提供される。この方法は、ワイヤ
レス通信システムで送信器ノードによって動作可能とすることができる。この方法は、デ
ータアグリゲーションモードでデータ伝送を送ることを含み、データ伝送は、集約MACプ
ロトコルデータユニット(A-MPDU:aggregated MAC protocol data unit)を含むことができ
る。方法は、ネットワーク中の潜在的なショート干渉バーストを監視し検出することを含
むことができる。方法は、こうした干渉を検出することに応答して、データバーストモー
ドでデータ伝送を再送することを含み、データ伝送は、たとえば短縮フレーム間間隔(RIF
S)などの選択されたフレーム間間隔によって分離された連続的(back-to-back)データパケ
ットバーストを含むことができる。関連する態様では、電子デバイス(たとえばAPまたは
その構成部品)が、上記で説明した方法を実行するように構成され得る。
【０００７】
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　本明細書で説明する実施形態の1つまたは複数の態様によれば、ワイヤレス通信システ
ムの受信器ノードによって動作可能な方法が提供される。この方法は、データアグリゲー
ションモードでデータ伝送を受信することを含み、データ伝送はA-MPDUを含むことができ
る。方法は、ネットワーク中の潜在的なショート干渉バーストに応答して、データバース
トモードでデータ伝送を再受信することを含み、データ伝送は、たとえばRIFSなどの選択
されたフレーム間間隔によって分離された連続的データパケットバーストを含むことがで
きる。関連する態様では、電子デバイス(たとえばSTAまたはその構成部品)が、上記で説
明した方法を実行するように構成され得る。
【０００８】
　前述および関連の目標を達成するために、1つまたは複数の実施形態は、以降で十分に
説明し特に特許請求の範囲で指摘する特徴を含む。以下の説明および付属の図面により、
1つまたは複数の実施形態の一定の実例となる態様について詳細が明らかになる。ただし
、これらの態様は、様々な実施形態の原理が採用され得る様々な方式の一部を除いたもの
を示し、説明した実施形態は、全てのこうした態様およびその均等物を含むものである。
【０００９】
　本開示の態様は、本開示の態様を例示するためであり限定するためではなく、提供する
添付の図面と併せて以降に説明し、同様の記号表示は同様の要素を表す。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】テレコミュニケーションシステムの例を概念的に示すブロック図である。
【図２Ａ】ショート干渉バーストの衝撃を軽減するように構成されたAPの実施形態を示す
図である。
【図２Ｂ】ショート干渉バーストの衝撃を軽減するように構成されたSTAの実施形態を示
す図である。
【図３Ａ】Wi-Fiネットワーク等の送信器ノードによって動作可能な例示的方法を示す図
である。
【図３Ｂ】Wi-Fiネットワーク等の送信器ノードによって動作可能な例示的方法を示す図
である。
【図３Ｃ】Wi-Fiネットワーク等の送信器ノードによって動作可能な例示的方法を示す図
である。
【図４Ａ】Wi-Fiネットワーク等の受信器ノードによって動作可能な例示的方法を示す図
である。
【図４Ｂ】Wi-Fiネットワーク等の受信器ノードによって動作可能な例示的方法を示す図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　添付の図面と併せて以降で明らかにする、発明を実施するための形態は、様々な構成を
説明するものであり、本明細書で説明する概念が実践され得る唯一の構成を表すものでは
ない。発明を実施するための形態は、様々な概念の徹底した理解をもたらす目的のための
具体的な詳細を含む。ただし、これらの概念がこの具体的な詳細なしに実践されてもよい
ことは、当業者には明らかであろう。いくつかの実例では、こうした概念を不明瞭にする
ことを防ぐために、よく知られた構造およびコンポーネントは、ブロック図で示される。
【００１２】
　本出願で使用される用語「コンポーネント」「モジュール」「システム」などは、限定
しないが、ハードウェア、ファームウェア、ハードウェアとソフトウェアとの組合せ、ソ
フトウェア、または実行中ソフトウェアなどのコンピュータ関連エンティティを含むもの
である。たとえば、コンポーネントは、限定しないが、プロセッサ上で作動するプロセス
、プロセッサ、オブジェクト、実行ファイル、実行のスレッド、プログラム、および/ま
たはコンピュータとすることができる。実例として、コンピューティングデバイス上で作
動するアプリケーションとコンピューティングデバイスの両方がコンポーネントとするこ
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とができる。1つまたは複数のコンポーネントは、プロセスおよび/または実行のスレッド
ないに存在することができ、コンポーネントは、1つのコンピュータでローカライズされ
、および/または2つ以上のコンピュータ間で分配され得る。加えて、これらのコンポーネ
ントは、その媒体上に記憶された様々なデータ構造を有する様々なコンピュータ可読媒体
から実行することができる。コンポーネントは、ローカルシステム、分散システム中の、
別のコンポーネントと相互作用するコンポーネントからのデータなどの、1つまたは複数
のデータパケットを有する信号に従ってなど、ローカルおよび/またはリモートプロセス
を経由して、および/または、信号によって他のシステムとインターネットなどのネット
ワークをわたって、通信することができる。
【００１３】
　さらに、様々な態様について、有線端末またはワイヤレス端末とすることができる端末
と併せて本明細書で説明する。端末は、システム、デバイス、加入者ユニット、加入者ス
テーション、モバイルステーション(STA)、モバイル、モバイルデバイス、リモートステ
ーション、リモート端末、アクセス端末、ユーザ端末、端末、通信デバイス、ユーザエー
ジェント、ユーザデバイス、またはユーザ機器(UE)と呼ぶこともできる。ワイヤレス端末
またはデバイスは、携帯電話、衛星電話、コードレス電話、セッション開始プロトコル(S
IP)電話、ワイヤレスローカルループ(WLL)ステーション、パーソナルデジタルアシスタン
ト(PDA)、ワイヤレス接続可能なハンドヘルドデバイス、タブレット、コンピューティン
グデバイス、またはワイヤレスモデムに接続された他の処理デバイスとすることができる
。さらに、様々な態様について、アクセスポイント(AP)と併せて本明細書で説明する。ア
クセスポイントは、ワイヤレス端末と通信するために利用されてよく、ベースステーショ
ン、ワイヤレスアクセスポイント、Wi-Fiアクセスポイントまたはいくつかの他の技術と
呼ぶこともできる。
【００１４】
　さらに、用語「または(or)」は、排他的「または」ではなく包括的「または」を意味す
るものである。すなわち、指定するかさもなければ文脈上明らかでない限り、語句「XがA
またはBを採用する」とは、本来包括的ないずれかの入替えを意味するものである。すな
わち、「XがAまたはBを採用する」について、次の例、「XがAを採用する」「XがBを採用
する」「XがAとBの両方を採用する」のいずれも満たす。加えて、本願および添付の特許
請求の範囲で使用される冠詞「1つの(a、an)」は、単数形を対象とするように指定がある
かさもなければ文脈上明らかでない限り、通常、「1つまたは複数」を意味するように解
釈されるべきである。
【００１５】
　本明細書で説明する技術は、CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC-FDMA、Wi-Fi搬送波感知多
重アクセス(CSMA)、および他のシステムなどの、様々なワイヤレス通信システム用に使用
され得る。用語「システム」および「ネットワーク」は、互換的に使用されることが多い
。CDMAシステムが、Universal Terrestrial Radio Access(UTRA)、cdma2000などの無線技
術を実施することができる。UTRAは、広帯域CDMA(W-CDMA)および他のCDMAの変形を含む。
さらに、cdma2000は、IS-2000、IS-95、およびIS-856規格をカバーする。TDMAシステムは
、Global System for Mobile Communications(GSM(登録商標))などの無線技術を実施する
ことができる。OFDMAシステムは、Evolved UTRA(E-UTRA)、Ultra Mobile Broadband(UMB)
、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16 (WiMAX)、IEEE 802.20、Flash-OFDM(登録商標)など
の無線技術を実施することができる。Wi-Fiは、ワイヤレスローカルエリアネットワーク(
WLAN)コンピュータ通信を実施するための1セットの規格である。Wi-Fiは、2.4、3.6、5、
および60GHz周波数帯域を含む、工業、科学、および医療(ISM)無線帯域を含むことができ
る。UTRAおよびE-UTRAは、Universal Mobile Telecommunication System(UMTS)の一部で
ある。3GPP Long Term Evolution(LTE)は、ダウンリンクでOFDMA、アップリンクでSC-FDM
Aを採用するE-UTRAを使用するUMTSのリリースである。UTRA、E-UTRA、UMTS、LTEおよびGS
M(登録商標)は、「3rd Generation Partnership Project」(3GPP)という名称の組織の文
書で説明されている。加えて、cdma2000およびUMBは、「3rd Generation Partnership Pr
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oject 2」(3GPP2)という名称の組織の文書で説明されている。さらにこうしたワイヤレス
通信システムは、不対無免許帯スペクトル、802.xxワイヤレスLAN、BLUETOOTH(登録商標)
および他の短距離または長距離ワイヤレス通信技術をしばしば使用して、付加的にピアツ
ーピア(たとえばモバイル対モバイル)アドホックネットワークシステムを含むことができ
る。
【００１６】
　様々な態様または特徴について、いくつかのデバイス、コンポーネント、モジュール等
を含むことができるシステムの点から提示する。様々なシステムは、追加のデバイス、コ
ンポーネント、モジュール等を含むことができ、および/または、図面と併せて検討する
、デバイス、コンポーネント、モジュール等の全てを必ずしも含まなくてもよいことが理
解されよう。これらの手法の組合せも使用され得る。
【００１７】
　ここで図1を参照すると、本明細書で提示された様々な実施形態による、Wi-Fiネットワ
ークとすることができるワイヤレス通信システム100が、示される。ワイヤレスネットワ
ーク100は、いくつかのAP110および他のネットワークエンティティを含むことができる。
AP110は、STA120と通信するステーションとすることができ、ベースステーション、Wi-Fi
 APまたは他の用語でも呼ばれる。各AP110a、110b、110cは、基本サービスエリア(BSA)と
呼ばれ得る特定の地理的地域の通信カバレッジを提供することができる。基本サービスセ
ット(BSS)は、インフラストラクチャモードで全ての関連するSTAと共にAPと呼ぶことがで
きる。アドホックモードでは、制御APなしでクライアントデバイスのネットワークを作る
ことが可能である。アドホックモードでは、1セットの同期STA(マスターとして働くもの
をもつ)が、BSSを形成することができる。オーバーラッピングBSS(OBSS)は、2つ以上のBS
Sが、互いに聞こえるほど十分に近接しているとき、発生する可能性がある。図1の例では
、AP110a、110b、110cに関連するBSSが、オーバーラップする。OBSSは、ネットワーク性
能を低下させ得る。各BSSは、BSSの識別子(BSID)等によって識別され得る。たとえば、各
BSSIDは、APの媒体アクセス制御(MAC)アドレスを含む、または基づくことができる。
【００１８】
　APは、セル用の通信カバレッジを提供することができる。図1に示す一例では、AP110a
、110bおよび110cがそれぞれ、セル102a、102bおよび102cのWi-Fi APとすることができる
。各APは、1つまたは複数のチャネル上で動作することができる。各APの1つまたは複数の
チャネルは、セル間の干渉を最小にするために選ばれまたは選択され得る。
【００１９】
　ネットワークコントローラ130は、1セットのAPに結合され、これらのAPの調整および制
御をもたらすことができる。ネットワークコントローラ130は、バックホールを介してeNB
110と通信することができる。AP110は、たとえば、直接または間接的にワイヤレスまたは
ワイヤラインのバックホールを介して、互いに通信することもできる。
【００２０】
　STA120は、ワイヤレスネットワーク100の至る所に散在することができ、各STAは、据え
付け型またはモバイル型とすることができる。STAは、端末、モバイルステーション、加
入者ユニット、ステーションとも呼ばれ得る。STAは、携帯電話、パーソナルデジタルア
シスタント(PDA)、ワイヤレスモデム、ワイヤレス通信デバイス、ハンドヘルドデバイス
、ラップトップコンピュータ、コードレス電話、ワイヤレスローカルループ(WLL)ステー
ション、または他のモバイルエンティティとすることができる。STAは、eNB、APまたは他
のネットワークエンティティと通信することが可能である。図1では、実線の双方向の矢
印は、STAとサービングAPとの間の所望の伝送を示し、サービングAPは、ダウンリンクお
よび/またはアップリンク上でSTAにサービスを提供するために指定されたAPである。点線
の双方向の矢印は、STAまたはAPからのその間の干渉する伝送を示す。AP110aは、STA120b
、120cと通信中とすることができる。AP110bは、STA120a、120d、120eと通信中とするこ
とができる。AP110cは、STA120f、120eと通信中とすることができる。STAおよびAPは、他
のAPおよびSTAから干渉を受信する可能性がある。図1の例では、STA120aが、STA120c、12
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0f、およびAP110a、110cから干渉を受ける。APは、他のAPおよびSTA(図示せず)から干渉
を受信する可能性がある。
【００２１】
　Wi-Fiのチャネル選択は、トラフィックがDL(APからSTAまで)またはUL(STAからAP)かど
うかのAP測定に基づくことができる。さらに、スマートチャネルは、他のAPからのAP測定
ビーコンに基づくことができ、干渉が最小であるチャネルに決定することができる。DLト
ラフィックを用いて、APが、送信器とすることができ、STAが受信器とすることができる
。したがって、APで見られる干渉とSTAで見られる干渉との間にミスマッチがあり得る。
一例は、APおよびSTAが互いに遠くにある場合とすることができる。さらに、STAに対する
干渉の主要なソースが、APよりむしろ別のSTAとなり得る。
【００２２】
　本開示の焦点によれば、Wi-Fiネットワーク(たとえば、図1のネットワーク100)の性能
は、ショート干渉バーストに脆弱である。これは、自動利得制御(AGC)および位相追跡な
どの受信器実施時の問題、またはインターリーブの完了が、4μsである1つのOFDMシンボ
ルを超えることに起因すると考えられ得る。TXOP(transmission opportunity)ロングパケ
ットが送られる場合、30～40μsのショート肯定応答(ACK:acknowledgment)バーストによ
り、TXOP中のMPDUのほとんどが失われる可能性もある。本明細書では、こうしたショート
干渉バーストの衝撃を低減するための技術について説明する。
【００２３】
　選択されたフレーム間間隔をもつパケットバースト:MAC効率の改善のために、バースト
の短縮フレーム間間隔(RIFS)が、802.11nで提案された。この手法は、アグリゲーション
がより良い効率をもたらすと信じられていたので、802.11acから除外された。パケットバ
ーストは、パケットバースト間の約2マイクロ秒分離となるRIFS分離を用いて連続的に送
ることができる。こうした手法が、ショートフレーム間間隔(SIFS)分離バーストまたは各
パケットが分離してACKで確認されるベースライン動作より効率的となり得る。RIFSを使
用してバーストが、アグリゲーションに比較したオーバーヘッドを導くが、RIFSを使用し
て、個々に符号化および複合化されるのでロバスト性が増大することに留意されたい。
【００２４】
　ショート干渉バーストは、集約されたパケット全体というよりこれらのバーストのいく
つかに対する抹消を引き起こすだけであり、干渉の衝撃の全体にわたって低減する。各バ
ーストのサイズは、干渉レベルおよびデューティサイクルに基づいて適合され得る。各バ
ーストのサイズに対するこうした適合は、少なくとも一部、STAからの推奨および/または
構造試験システム(STS)により報告された干渉の統計などに基づくことができる。
【００２５】
　ショート干渉バーストの数が増大するとき、または、主要な干渉がショートバーストで
ない(たとえば、ACKよりむしろデータ伝送である)場合、RIFSバーストの価値または利点
は、少なくなり得る。その結果、APでのパケットエラーレート(PER)計算は、RIFSバース
トをトリガするのには不十分となり得る。
【００２６】
　バーストパラメータ計算:データアグリゲーションモードを介したデータ伝送から、(た
とえば、連続的データパケットバースト間にRIFSまたはSIFSを用いた)データバーストモ
ードを介したデータ伝送への切替えは、STAまたはAPでトリガされるイベントとすること
ができる。トリガするイベントは、衝突レート干渉測定などを含むことができる。
【００２７】
　閉ループ:受信ノード(たとえば、STAなど)が、RIFSバーストモードを介した伝送を直接
リクエストすることができ、送信器ノード(たとえばAPなど)へのメッセージ中のRIFSパラ
メータを決定することができる。受信ノードが、干渉レベル、バースト長さ、デューティ
サイクルなどに関して送信器ノードへフィードバック供給することができる。送信器ノー
ドは、トリガリングRIFSバーストパラメータに関して順に選択または決定することができ
る。RIFSタイプフレーム間間隔の例について、本明細書で説明するが、他の適した選択フ
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レーム間間隔(たとえばSIFSなど)が、本明細書で説明する技術を用いて利用され得ること
に留意されたい。
【００２８】
　開ループ:送信器ノード(たとえばAPなど)が、PER閾値またはトリガリングPER値を超え
るPERを検出するとき、送信器ノードは、RIFSバーストモードに切り替えることができ、
検出されるPERを最小にするために、制御ループを使用してパラメータをさらに適合させ
ることができる。たとえば、ショートバーストが、検出されるPERの関数として低減され
得る。検出されるPERが、より小さいまたは最小のRIFSバーストで改善されない場合、こ
のことは、データ伝送用のRIFSバーストモードが、干渉を軽減するのに適していないこと
を示すものとなり得る。
【００２９】
　アグレッサSTAでのパケットアグリゲーション:干渉を引き起こすSTA(すなわちアグレッ
サSTA)のMAC IDまたはBSSIDが、(たとえば、送信されたパケットから検出され)周知であ
る場合、被害を受けるサービングAPは、アグレッサSTAによって送信されるACKの数を減少
させるために、より長いTXOPで送信するように、および/または、Block ACKを使用するよ
うに、アグレッササービングACKにリクエストまたは指令することができる。
【００３０】
　本開示の態様によれば、Wi-Fiでショート干渉バーストの衝撃を軽減するように構成さ
れた、デュアルデータ伝送モードSTA(たとえばSTA120)およびAP(AP110)が提供される。図
2Aの実施形態を参照すると、データアグリゲーションモジュール210およびデータバース
トモジュール220を含むAP200が示される。AP200は、ネットワーク中の潜在的なショート
干渉バーストを検出するための干渉検出モジュール230を含むことができる。AP200は、シ
リアルバスまたは同様の通信結合を介して、互いにおよびモジュール210～230と通信して
動作可能な、コントローラまたはプロセッサモジュール240、メモリモジュール242および
無線送受信器モジュール244をさらに含むことができる。たとえば、コントローラ/プロセ
ッサ240は、他の示されるモジュールまたはそのコンポーネントによって実施されるプロ
セスまたは機能の開始およびスケジューリングを有効にすることができる。
【００３１】
　関連する態様では、データアグリゲーションモジュール210は、任意選択で送信器(TX)
コンポーネント212、受信器(RX)コンポーネント214、およびプロセッサコンポーネント21
6を含むことができ、コンポーネントのそれぞれは、互いに通信して動作可能である。さ
らに関連する態様では、データバーストモジュール220は、任意選択でTXコンポーネント2
22、RXコンポーネント224、プロセッサコンポーネント226およびフレーム間間隔セレクタ
(IFS SELECT)コンポーネント228を含むことができ、コンポーネントのそれぞれが、互い
に通信して動作可能である。
【００３２】
　データアグリゲーションモジュール210は、1つまたは複数のモジュール240～244に連動
して、データアグリゲーションモードでデータ伝送を送り、データ伝送は、集約MACプロ
トコルデータユニット(A-MPDU)を含むことができる。
【００３３】
　検出モジュール230は、1つまたは複数のモジュール240～244に連動して、ネットワーク
(たとえばWi-Fiネットワークなど)中の潜在的なショート干渉バーストを監視し検出する
ことができる。たとえば、検出モジュール230は、データ伝送のPERがPER閾値などを超え
るかどうかを監視し検出することができる。別の例では、検出モジュール230は、(a)デー
タ伝送のPERが、PER閾値を超えるかどうか、また、(b)RSSIが、RSSI閾値を下回るか上回
るかどうかを監視し検出することができる。さらに別の例では、検出モジュール230が、
データアグリゲーションモードを介した受信器ノードへのデータ伝送の送達失敗(たとえ
ば、ACKを受信しない、または同様に受信ノードから来ない)を監視し検出することができ
る。さらに別の例では、検出モジュール230は、衝突レートが衝突レート閾値を超えるか
どうかなどを監視し検出することができる。別の例では、検出モジュール230が、干渉閾
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値などを超える干渉レベルを監視し、測定/検出することができる。
【００３４】
　データバーストモジュール220は、1つまたは複数のモジュール240～244に連動して、デ
ータバーストモードでデータ伝送を再送し、データ伝送が、選択されたフレーム間間隔(
たとえばRIFS、SIFSなど)によって分離された連続的パケットバーストを含むことができ
る。たとえば、データバーストモジュール220は、検出されるPERを低減するように制御ル
ープを適合させることができ、これは、(a)フレーム間間隔を適合させること、(b)連続的
データパケットバースト間に適合させたフレーム間間隔を用いてデータバーストモードで
データ伝送を再送すること、および、(c)適合させたフレーム間間隔を用いたデータ伝送
の再送によって検出されるPERが低減されるかどうかを判断すること、を含むことができ
る。別の例では、データバーストモジュール220が、(a)データパケットバーストサイズを
適合させること、(b)適合させたデータバーストサイズを用いてデータバーストモードで
データ伝送を再送すること、および、(c)適合させたデータパケットバーストサイズを用
いたデータ伝送の再送によって、検出されるPERが低減されるかどうかを判断すること、
によって検出されるPERを低減するように制御ループを適合させることができる。さらに
別の例では、データバーストモジュール220は、ショート干渉バーストに関連するパケッ
トエラーにより、データパケットバーストを送る際に使用される、PHYレートおよびMCSの
うち少なくとも1つを適合させないことによって検出されるPERを低減するように制御ルー
プを適合させることができる。さらに関連する態様では、AP200のモジュールは、図3A～
図3Cに示されるプロセスまたはその変形を実施するように構成され得る。
【００３５】
　図2Bの実施形態を参照すると、データアグリゲーションモジュール260およびデータバ
ーストモジュール270を含むSTA250が示される。STA250は、ネットワーク中の潜在的なシ
ョート干渉バーストを検出するための干渉検出モジュール280を含むことができる。STA25
0は、シリアルバスまたは同様の通信結合を介して、互いにおよびモジュール250～280と
通信して動作可能な、コントローラまたはプロセッサモジュール290、メモリモジュール2
92、無線送受信器モジュール294をさらに含むことができる。たとえば、コントローラ/プ
ロセッサ290は、他の示されるモジュールまたはそのコンポーネントによって実施される
プロセスまたは機能の開始およびスケジューリングを有効にすることができる。
【００３６】
　関連する態様では、データアグリゲーションモジュール260は、任意選択でTXコンポー
ネント262、RXコンポーネント264、およびプロセッサコンポーネント266を含むことがで
き、コンポーネントのそれぞれは、互いに通信して動作可能である。さらに関連する態様
では、データバーストモジュール270は、任意選択でTXコンポーネント272、RXコンポーネ
ント274、プロセッサコンポーネント276およびIFS SELECTコンポーネント278を含むこと
ができ、コンポーネントのそれぞれは、互いに通信して動作可能である。
【００３７】
　データアグリゲーションモジュール260は、1つまたは複数のモジュール290～294に連動
して、データアグリゲーションモードでデータ伝送を受信し、データ伝送が、A-MPDUを含
むことができる。
【００３８】
　干渉検出モジュール280は、1つまたは複数のモジュール290～294に連動して、ネットワ
ーク中のショート干渉バーストの監視または検出を容易にすることができる。
【００３９】
　データバーストモジュール270は、1つまたは複数のモジュール290～294に連動して、ネ
ットワーク中の潜在的なショート干渉バーストに応答して、データバーストモードでデー
タ伝送を再受信し、データ伝送が、選択されたフレーム間間隔によって分離された連続的
パケットバーストを含むことができる。たとえばバーストモジュール270、コントローラ2
90、および/またはRF送受信器294は、送信器ノードからデータバーストモードでデータ伝
送を送るように、送信器ノードに対してリクエストを送ることができる。別の例では、バ
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ーストモジュール270が、送信器ノードに、選択されたフレーム間間隔のパラメータを送
ることができる。さらに別の例では、バーストモジュール270が、送信器ノードに、PER、
干渉レベル、バースト長さ、またはデューティサイクルのうちの少なくとも1つに関する
フィードバック情報を送ることができる。さらに関連する態様では、STA250のモジュール
が図4A～図4Bに示されるプロセスまたはその変形を実施するように構成され得る。
【００４０】
　本明細書に示し説明する例示的システムの観点から、開示された主題に従って実施され
得る方法は、様々な流れ図を参照してより深く理解されよう。説明を簡単にするために、
方法について、一連の動作/ブロックとして示し説明するが、特許請求の範囲の主題は、
ブロックの数または順序で限定されず、いくつかのブロックは、本明細書示し説明するも
のと異なる順序および/または他のブロックと実質的に同じ時間に行われ得る。さらに、
示すブロック全てが、本明細書で説明する方法を必ずしも実施する必要はないとしてよい
。ブロックに関連する機能性が、ソフトウェア、ハードウェア、その組合せまたは他の適
した手段(たとえば、デバイス、システム、プロセスまたはコンポーネント)によって実施
され得る。加えて、本明細書全体を通して開示される方法は、様々なデバイスにこうした
方法を運び転送することを容易にするために製品に記憶され得ることがさらに理解される
べきである。方法が、代替的に状態図など一連の相関する状態またはイベントとして表さ
れ得ることが、当業者には理解および認識されよう。
【００４１】
　本明細書で説明する実施形態の1つまたは複数の態様によれば、図3Aを参照すると、た
とえばWi-Fi AP、ベースステーションなどの送信器ノード/エンティティによって動作可
能な方法300が示される。代替的に、送信器ノードがSTAなどでもよい。たとえば、方法30
0は、302で、データアグリゲーションモードでデータ伝送を送るステップを含み、データ
伝送は、A-MPDUを含むことができる。方法300は、304で、ネットワーク中の潜在的なショ
ート干渉バーストを検出するステップを含むことができる。さらに、方法は、306で、デ
ータバーストモードでデータ伝送を再送するステップを含み、データ伝送は、選択された
フレーム間間隔によって分離された連続的データパケットバーストを含むことができる。
【００４２】
　図3B～図3Cを参照すると、任意選択である方法300のさらなるオペレーションまたは態
様が示され、方法300を実施することは必須ではない。方法300は、図3B～図3Cの少なくと
も1つのブロックを含み、次いで、方法300は、図示され得るいずれかの後続のダウンスト
リームブロックを必ずしも含まなければならないということなく、少なくとも1つのブロ
ックの後終了することができる。たとえば、選択されたフレーム間間隔は、図3Bに示すよ
うに、RIFSまたはショートフレーム間間隔SIFSのうちの1つを含む(ブロック308)。検出す
るステップ(ブロック304)は、閾値を超える、データ伝送用のパケットエラーレート(PER)
を検出するステップ(ブロック310)を含むことができる。
【００４３】
　別の例では、検出するステップ(ブロック304)は、PER閾値を超えるデータ伝送用のPER
、および、受信信号強度インジケータ(RSSI)閾値を下回るRSSIを検出するステップ(ブロ
ック312)を含むことができる。さらに別の例では、検出するステップ(ブロック304)は、P
ER閾値を超えるデータ伝送用のPER、および、RSSI閾値を超えるRSSIを検出するステップ(
ブロック313)を含むことができ、これは、リンクがほぼ良好だが干渉に晒され損なわれる
恐れがあるということを示す。PER閾値およびRSSI閾値のうちの少なくとも1つは、データ
伝送の物理層(PHY)レートの関数とすることができる(ブロック314)。PER閾値およびRSSI
閾値のうちの少なくとも1つは、データ伝送の変調および符号スキーム(MCS)の関数である
(ブロック316)。
【００４４】
　方法300は、検出されるPERを低減するように制御ループを適合させるステップ(ブロッ
ク318)をさらに含むことができる。適合させるステップ(ブロック318)は、フレーム間間
隔を適合させるステップ(ブロック320)、および連続的データパケットバースト間に適合
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させたフレーム間間隔を用いてデータバーストモードでデータ伝送を再送するステップ(
ブロック322)を含むことができる。図3Cを参照すると、方法300は、適合させたフレーム
間間隔を用いたデータ伝送の再送によって、検出されるPER(ブロック324)が低減されるか
どうかを判断するステップをさらに含むことができる。
【００４５】
　適合させるステップ(ブロック318)は、データパケットバーストサイズを適合させるス
テップ(ブロック326)、および適合させたデータバーストサイズを用いてデータバースト
モードでデータ伝送を再送するステップ(ブロック328)を含むことができる。方法300は、
適合させたデータパケットバーストサイズを用いたデータ伝送の再送によって、検出され
るPERが低減されるかどうかを判断するステップ(ブロック330)をさらに含む。
【００４６】
　適合させるステップ(ブロック318)は、ショート干渉バーストに関連するパケットエラ
ーにより、データパケットバーストを送る際に使用される、物理層(PHY)レート、または
変調および符号スキーム(MCS)のうち少なくとも1つを適合させないステップ(ブロック332
)を含むことができる。
【００４７】
　検出するステップ(ブロック304)は、データアグリゲーションモードを介した受信器ノ
ードへのデータ伝送の送達失敗を検出するステップ(ブロック334)を含む。検出するステ
ップ(ブロック334)は、受信器ノードから肯定応答(ACK)を受信しないステップ(ブロック3
36)を含むことができる。
【００４８】
　別の例では、検出するステップ(ブロック304)は、閾値を超える衝突レートを検出する
ステップ(ブロック338)、および/または閾値を超える干渉レベルを測定するステップ(ブ
ロック340)を含むことができる。
【００４９】
　本明細書で説明する実施形態の1つまたは複数の態様によれば、図4Aを参照すると、た
とえばSTAなどの、受信器ノードによって動作可能な方法400が示される。代替として、受
信器ノードが、Wi-Fi AP、ベースステーションなどとすることができる。たとえば、方法
400は、402で、データアグリゲーションモードでデータ伝送を受信するステップを含み、
データ伝送はA-MPDUを含むことができる。方法400は、404で、ネットワーク中の潜在的な
ショート干渉バーストに応答して、データバーストモードでデータ伝送を再受信するステ
ップを含み、データ伝送は、選択されたフレーム間間隔によって分離された連続的データ
パケットバーストを含むことができる。
【００５０】
　図4Bを参照すると、任意選択である方法400のさらなるオペレーションまたは態様が示
され、方法400を実施することは必須ではない。方法400が、図4Bの少なくとも1つのブロ
ックを含む場合、方法400が、図示され得る任意の後続のダウンストリームブロックを必
ずしも含まなければならないということなく、少なくとも1つのブロックの後終了するこ
とができる。たとえば、方法400は、送信器ノードからデータバーストモードでデータ伝
送を送るように、送信器ノードに対してリクエストを送るステップ(ブロック406)を含む
ことができる。方法400は、送信器ノードに、選択されたフレーム間間隔のパラメータを
送るステップ(ブロック408)を含むことができる。別の例では、方法400は、送信器ノード
に、パケットエラーレート(PER)、干渉レベル、バースト長さ、またはデューティサイク
ルのうちの少なくとも1つに関するフィードバック情報を送るステップ(ブロック410)を含
むことができる。
【００５１】
　本明細書の開示と併せて説明する、様々な実例となる論理ブロック、モジュール、回路
、およびアルゴリズムステップは、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア、また
は両方の組合せとして実施され得ることを、当業者にはさらに理解されよう。ハードウェ
アおよびソフトウェアのこの互換性を明瞭に例示するために、様々な実例となるコンポー
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ネント、ブロック、モジュール、回路、およびステップは、概括的にこれらの機能性の点
から上記で説明してきた。こうした機能性が、ハードウェアまたはソフトウェアとして実
施されるかどうかは、特定のアプリケーションおよびシステム全体に課される設計制約で
決まる。当業者は、特定の各アプリケーションの様々に説明した機能性を実施することが
できるが、こうした実施の決定は、本開示の範囲から離脱すると解釈されるべきではない
。
【００５２】
　本明細書の開示と併せて説明する、様々な実例となる論理ブロック、モジュール、回路
は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フ
ィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)もしくは他のプログラマブル論理デバイス、
ディスクリートゲートもしくはトランジスタ論理、ディスクリートハードウェアコンポー
ネント、または本明細書で説明する機能を実施するように設計された任意のその組合せを
用いて実施または実行され得る。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサとすることがで
きるが、代替として、プロセッサが、任意の従来型プロセッサ、コントローラ、マイクロ
プロセッサ、または状態機械とすることができる。プロセッサは、コンピューティングデ
バイスの組合せ、たとえばDSPとマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセ
ッサ、DSPコアと連動した1つまたは複数のマイクロプロセッサ、または任意の他のこうし
た構成としても実施され得る。
【００５３】
　本明細書の開示と併せて説明する方法またはアルゴリズムのステップは、直接ハードウ
ェアで、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールで、またはその2つの組
合せで、実施され得る。ソフトウェアモジュールは、RAMメモリ、フラッシュメモリ、ROM
メモリ、EPROMメモリ、EEPROMメモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディス
ク、CD-ROM、または当技術分野で周知の任意の他の形式の記憶媒体に存在することができ
る。例示的記憶媒体は、プロセッサが、情報を記憶媒体から読出し、そこに書き込むこと
ができるように、プロセッサに結合される。代替として、記憶媒体が、プロセッサに統合
され得る。プロセッサおよび記憶媒体が、ASICに存在することができる。ASICは、ユーザ
端末に存在することができる。代替として、プロセッサおよび記憶媒体が、ユーザ端末の
ディスクリートコンポーネントに存在することができる。
【００５４】
　1つまたは複数の例示的設計では、説明する機能は、ハードウェア、ソフトウェア、フ
ァームウェアまたは任意のその組合せとすることができる。ソフトウェアで実施される場
合、機能は、コンピュータ可読媒体上に、1つもしくは複数の指令またはコードとして、
記憶され送信され得る。コンピュータ可読媒体は、コンピュータ記憶媒体と、一箇所から
別の箇所へのコンピュータプログラムの転送を容易にする通信媒体の両方を含む。記憶媒
体は、汎用または特定用途のコンピュータによってアクセスされ得る任意の入手可能な媒
体とすることができる。例として、限定せず、こうしたコンピュータ可読媒体は、RAM、R
OM、EEPROM、CD-ROMもしくは他の光ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置もしくは他
の磁気記憶デバイス、または、指令もしくはデータ構造の形式で所望のプログラムコード
手段を運搬または記憶するために使用され、汎用もしくは特定用途のコンピュータ、また
は汎用もしくは特定用途のプロセッサによってアクセスされ得る、任意の他の媒体を備え
ることができる。さらに、任意の接続が、適切にコンピュータ可読媒体と呼ばれる。たと
えば、ソフトウェアは、ウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから、同軸ケ
ーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、デジタル加入者線(DSL)、または、赤外
線、無線およびマイクロ波などのワイヤレス技術を使用して、送信される場合、同軸ケー
ブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、DSL、または、赤外線、無線およびマイク
ロ波などのワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用されるディスク(d
isk)およびディスク(disc)には、コンパクトディスク(disc)(CD)、レーザーディスク(登
録商標)(disc)、光ディスク(disc)、デジタル多用途ディスク(disc)(DVD)、フロッピー(
登録商標)ディスク(disk)およびブルーレイディスク(disc)が含まれ、ディスク(disk)は
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通例、磁気的にデータを再生するが、ディスク(disc)は通例、光学的にレーザーを用いて
データを再生する。上記の組合せも、コンピュータ可読媒体の範囲に含まれるべきである
。
【００５５】
　本開示の先の説明は、当業者が本開示を製作または使用することができるように提供さ
れる。本開示の様々な改変形態は、当業者には容易に明白となり、本明細書で定義された
包括的な原理は、本開示の趣旨または範囲を逸脱することなく、他の変形形態に適用され
得る。したがって、本開示は、本明細書で説明した例および設計に限定するものではなく
、本明細書で説明した原理および新規の特徴と一致する最も広範な範囲に合致するもので
ある。
【符号の説明】
【００５６】
　　102a　セル
　　102b　セル
　　102c　セル
　　110　AP
　　110a　AP
　　110b　AP
　　110c　AP
　　120　STA
　　130　ネットワークコントローラ
　　200　AP
　　210　データアグリゲーションモジュール
　　212　送信器(TX)コンポーネント
　　214　受信器(RX)コンポーネント
　　216　プロセッサコンポーネント
　　220　データバーストモジュール
　　222　TXコンポーネント
　　224　RXコンポーネント
　　226　プロセッサコンポーネント
　　228　フレーム間間隔セレクタ(IFS SELECT)コンポーネント
　　230　干渉検出モジュール
　　240　コントローラまたはプロセッサモジュール
　　242　メモリモジュール
　　244　無線送受信器モジュール
　　250　STA
　　260　データアグリゲーションモジュール
　　262　TXコンポーネント
　　264　RXコンポーネント
　　266　プロセッサコンポーネント
　　270　データバーストモジュール
　　272　TXコンポーネント
　　274　RXコンポーネント
　　276　プロセッサコンポーネント
　　278　IFS SELECTコンポーネント
　　280　干渉検出モジュール
　　290　コントローラまたはプロセッサモジュール
　　292　メモリモジュール
　　294　無線送受信器モジュール
　　300　方法
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【図１】 【図２Ａ】

【図２Ｂ】 【図３Ａ】
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【図３Ｂ】 【図３Ｃ】

【図４Ａ】 【図４Ｂ】
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